
物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業補助金交付要綱 

 

（趣  旨） 

第１条 県は、不安定な世界情勢による電力・燃油高騰を受けた穀類乾燥調製施設等

を支援するため、地域農業の担い手をはじめとする多くの農業者が利用し、地域農

業の核となる穀類乾燥調製施設等の取組における電力・燃油価格高騰により生じた

掛かり増し経費の一部について、補助事業者に対し、福島県補助金等の交付等に関

する規則（昭和 45 年福島県規則第 107 号、以下「規則」という。）及びこの要綱に

定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、補助事業者が別表１に掲げる事業を行う場合に、当該事業に要す

る経費について当該補助事業者に対して交付する。 

 

（申請書の様式） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業補

助金交付申請書（第１号様式）によるものとし、その提出期限は知事が別に定める日

とする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第４条 補助事業者は、規則第４条の規定に基づき補助金の申請に当たり、当該補助

金に係る消費税相当額（補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭

和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗

じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、か

つその金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、

申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかでない補助事業者

等に係る部分については、この限りでない。 

 

（補助金交付の条件） 

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、別表１の事業

の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の軽微な変更の欄に掲げる変更とす

る。 

 

（変更等の承認） 

第６条 規則第６条第１項第１号又は第２号の規定に基づき知事の承認を受けようと

する場合は、物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業変更（中止・廃止）承認申請

書（第２号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第７条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した



日から起算して 10 日を経過した日までとする。 

 

（概算払） 

第８条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算

払の方法により補助金の交付をすることができる。 

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、物価高騰に伴う穀

類乾燥調製施設支援事業補助金概算払請求書（第３号様式）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（完了の報告） 

第９条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに物価高騰に伴う穀類乾

燥調製施設支援事業補助金完了報告書（第４号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（実績報告） 

第 10 条 規則第 13 条の規定による実績報告は、物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支

援事業実績報告書（第１号様式）により、当該事業完了の日から起算して 60 日を経

過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月 31 日（補助金を全

額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の４月 20 日）のいずれか

早い日までに行うものとする。 

２  補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたり当該補助金に係る仕入れに係る消

費税相当額が明らかな場合には、これを補助金から減額して報告しなければならな

い。 

３ 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る消費税仕入れ控除額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報

告書（第５号様式）により速やかに知事に報告しなければならない。 

４ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額

の全額又は一部の返還を命じることができる。 

 

（補助金の交付請求） 

第 11 条 補助事業者は、事業が完了した場合は、物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支

援事業補助金交付請求書（第６号様式）を速やかに知事に提出しなければならない。

ただし、補助金の全額が概算払された場合はこの限りではない。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第 12 条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備

し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておか

なければならない。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月２１日から施行する。 



  附 則 

この要綱は、令和５年７月５日から施行する。 

  



別表１ 

事業名 経費区分 補助率 

軽微な変更 

経費の配分の 

変更 

事業内容の 

変更 

物価高騰

に伴う穀

類乾燥調

製施設支

援事業 

１ 助成に要する経費 

地域農業の拠点となる

穀類乾燥調製施設につ

いて、電力・燃油の掛か

り増し経費の一部を助

成するために要する経

費。 

 

２ 事務費 

補助事業者が事業を実

施するために必要な事

務経費。 

定額 補助対象事業の

20 ％ 以 内 の 減

額。 

事業実施主体の変

更以外の変更。 

 


